
京都府肝炎対策協議会設置要綱 

 

（設置趣旨） 

第１条 京都府の肝炎対策の関係者が連携し、対策を推進するため、京都府肝炎対策協

議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（委員の役割） 

第２条 協議会の委員は、次の事項について意見を述べるものとする。 

（１）京都府における肝炎対策の現状・課題及び推進の方向性に関すること。 

（２）その他、京都府における肝炎対策のあり方に関すること。 

 

（委員の要件等） 

第３条 協議会の委員は、肝炎に関する専門家、医療従事者、市町村、保健所、肝炎ウ

イルスの感染者及び肝炎患者並びにその家族又は遺族で構成する団体等より推薦のあ

った者とする。 

２ 委員は、１５名以内とする。 

 

（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は２年とする。 

  

（会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、協議会の議事を運営する。 

３ 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、

その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、知事が招集する。 

 

（意見の聴取） 

第７条 知事は、協議会において、必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を

聴くことができる。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、 知事が別

に定める。 

 

 附則 

 この要綱は、平成２５年１１月１８日から施行する。 


